
【道路運送法の規定する範囲】

旅 客 輸 送 の 種 別

旅客自動車

運送事業

一般

乗合

路線定期

路線不定期

区域乗用

貸切特定

自家用有償

旅客運送

市町村
ＮＰＯ 等

交通空白地

福祉

（許可制）

（登録制）

・2006年改正で本格化（新規の位置づけ）
・2015年改正で主体の弾力化、利用者範囲拡大
・2020年改正で種別見直し

【要件】
地域公共交通会議／
運営協議会の合意

【道路運送法の規定範囲外】

（1）

（2）

（3） 許可・登録を要しない輸送 （≒いわゆる無償／ボランティア輸送）

・家島・坊勢コミバス

・路線バス
・コミバス雪彦
・ふくひめ号

・花田・前之庄
ﾃﾞﾏﾝﾄﾞ型乗合ﾀｸｼｰ

・家島・坊勢デイサービス
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【報告資料】 ボランティア輸送の実施に向けた取り組みについて
報告資料２



自家用有償旅客運送（道路運送法第７８条）

地域自治会やＮＰＯ法人等による旅客運送について

公共交通空白地有償運送

【主な国への登録要件】

・過疎地、その他これに類する地域に

おいて、タクシー等公共交通機関で

は十分な輸送が確保できない場合

・市、旅客事業者、住民、国等で構成

される運営協議会において協議が

整った場合

・運送対価は営利に至らない実費の範

囲内

・使用車両は、法人等所有者または、

運送者に使用権原があるもの。

自治体貸与も可能

・運転者は２種免許、または１種免許

で大臣認定講習を修了した者

・損害補償措置として、対人８千万円、

対物２百万円、搭乗者も対象となる

任意保険への加入義務あり

福祉有償運送

【主な国への登録要件】

・単独ではタクシー等の公共交通機関を

利用できない身障者等の外出するため

の手段を確保する場合

・市、旅客事業者、住民、国等で構成さ

れる運営協議会において協議が整った

場合

・運送対価は営利に至らない実費の範囲

内

・使用車両は、法人等所有者または、運

送者に使用権原があるもの。

自治体貸与も可能

・運転者は２種免許、または１種免許で

大臣認定講習を修了した者。福祉車両

以外は介護福祉士等のみ運行可

・損害補償措置として、対人８千万円、

対物２百万円、搭乗者も対象となる任

意保険への加入義務あり

ボランティア輸送
（同法の許可・登録が不要）

【具体例】

・ボランティア活動として行う運送において、実際に

運送に要したガソリン代、有料道路使用料、駐車場

代のみを収受する場合

・デイサービスや授産施設を経営する者が、自己の施

設利用を目的とする通所、送迎を行う場合で、送迎

に係るコスト（ガソリン代等の実費含む）を利用者

から収受しない場合

・ＮＰＯ等が個人ボランティアによる地域住民運送

サービスを自治体の車両を利用して行う場合。自治

体からの補助金に運転者の人件費報酬等が含まれて

いる場合は有償に該当し許可・登録が必要

【当事者の留意、利用者への周知事項】

・道路運送法の規定外であり、同法が定める輸送安全、

利用者保護の措置が担保されていないこと

・事故時の責任の所在、保険加入の有無内容

輸送や旅客の安全性担保のほか、
人件費等が無償であり持続性が課題
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姫路市交通計画室 

姫路市における「ボランティア輸送」の実施に向けたスキーム 
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１. 発案及び事前準備 

・地域が発案主体となり、検討組織をつくる。 

・検討対象地域（どのエリアの運行が良いのか）や実利用者（実際に利用する方）を確認する。 

  ※ただし、当初の検討対象地域が、実際の運行エリアになるとは限らない。 

２. 需要の確認 

・アンケート調査内容を検討する。 

・アンケート調査を実施する。 

・アンケート調査を基にした行動分析や需要予測を行う。  

３. 運行計画案の作成 

・運行計画案を作成する。 

 →運行手法（定時定路や区域運行等）をどれにするのか等 

・運行主体の実施体制を整える。 

 →誰が運行するのか、誰が事務処理を行うのか等 

・バス事業者やタクシー事業者と調整する。 

 ※協議により運行計画案の修正が必要 

・国土交通省へ運行内容を相談する。 

・継続や再検討を行う基準（目標設定）を設定する。  （再検討） 

４. 運行準備 

・運行車両や利用者保護（保険等）を準備する。 

・運転員（ボランティア）を確保し、運行についての講習などを実施する。 

・運行に必要な費用（実費相当額以外の部分、例えばガソリン代や車両維持費等）を準備する。 

・利用者への広報や周知をする。（運行内容や利用に伴う注意点・リスクなど） 

 

５. 運行開始・運行見直し 

・運行状況を確認し、利用状況から必要な見直しを行う。 

・目標設定を下回る場合、適正な便数、時間などの再検討を行う。 

需要が極端に少ない 

計画の継続性が見込めない 

標準的な期間：６か月程度は必要 

運行実施

運行結果

分析

運行内容

再検討

標準的な期間：２～３か月程度 

標準的な期間：３～６か月程度必要 

標準的な期間：３～６か月程度必要 

標準的な期間：６か月～１年程度 

・地域公共交通会議陸運分科会への報告。 

但し、市が運行に係る支援（補助金交付など）を行う場合は審議・合意が必要。 



広峰地区ボランティア輸送　運行エリア

広峰地区バス路線（バス停）・タクシー事業所位置図

【凡例】

：バス停

：タクシー事業所

大寿台バス停

平野南口
バス停

Ｂ

Ａ

Ｃ
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